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用 地 ・ 施 設 活 用 担 当 

生涯学習スポーツ振興課 

 

旧港区立青山児童館用地等の活用について 

 

区は、 旧港区立青山児童館用地等（ 以下「 本用地」 と いいます。） が所在する北青山三丁目地

区・ Ｂ 地区（ 以下「 本地区」 と いいます。） で検討が進められている市街地再開発事業によるま

ちづく り に、 地権者と し て参加し ます。  

その際、 市街地再開発事業において区の施設需要に対応するため、 権利床を取得すること と

し 、 当該権利床はスポーツ施設の整備に活用し ます。  

 

１ 本用地の概要 

（ １ ） 旧青山児童館（ 土地・ 建物）  

ア 所  在 （ 地  番） 北青山三丁目２ ２ ７ 番２  

（ 住居表示） 北青山三丁目３ 番１ ６ 号 

イ 土地面積 ３ ４ ２ . ９ ４ ㎡ 

ウ 用途地域 商業地域（ 容積率７ ０ ０ ％、 建蔽率８ ０ ％）  

エ 建物の概要 鉄筋コンクリ ート 造・ 地上３ 階塔屋１ 階建（ 延床面積６ ０ １ . ７ ５ ㎡）  

オ 利用状況 １ 階はＭＩ Ｎ Ａ Ｔ Ｏシティ ハーフマラソン物品倉庫と し て利用 

２ 階及び３ 階は未利用 

（ ２ ） 旧青山保育園（ 建物）  

ア 所  在 （ 住居表示） 北青山三丁目４ 番１ ４ 号－１ ０ １  

イ 用途地域 第一種住居地域（ 容積率４ ０ ０ ％、 建蔽率６ ０ ％）  

ウ 建物の概要（ 園  舎） 鉄筋コンクリ ート 造・ 地下１ 階地上４ 階建のう ち地下１ 階、  

地上１ 階及び２ 階部分（ 延床面積１ , １ ８ ９ . １ １ ㎡）  

（ 倉 庫 等） 鉄筋コンクリ ート 造地上１ 階建（ 延床面積２ ３ . ５ ２ ㎡）  

エ 利用状況 未利用 

（ ３ ） 案内図 

 
【 凡例】    ： 北青山三丁目地区の区域、     ： 本地区の区域、  

： Ａ 地区の区域、    ： 旧青山児童館、    ： 旧青山保育園 

 
この地図は国土地理院地図を使用しています。 
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２ 本地区のまちづくり 

（ １ ） これまでの経緯 

北青山三丁目地区は、 都営青山北町アパート を含む約５ . ８ ｈ ａ の区域です。  

本地区では、 土地の高度利用を図り ながら、 にぎわい・ 文化施設等の機能集積や防災性に

寄与する魅力ある空間を創出し 、 最先端の文化・ 流行の発信拠点と なる複合市街地の形成に

向けて、 市街地再開発事業の検討が進められています。  

平成２ ７ 年１ ０ 月 区は「 青山通り 周辺地区まちづく り ガイド ライン」 を策定 

平成２ ８ 年１ ０ 月 「 北青山三丁目地区地区計画」 を都市計画決定（ 東京都決定）  

令和 ２ 年 ４ 月 都は「 北青山三丁目地区基本計画」 を公表 

（ 本地区は、 独立行政法人都市再生機構施行による第一種市街地再

開発事業により まちづく り を実現すること が示さ れまし た。）  

（ ２ ） 北青山三丁目地区で整備さ れた生活利便施設 

・  都営住宅棟に港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館（ 令和２ 年４ 月１ 日開設） 及び港区

立青山保育園（ 令和２ 年３ 月１ 日開設）  

・  民間住宅棟にサービス付き高齢者向け住宅（ 令和２ 年７ 月１ 日開設）  

（ ３ ） 都市計画決定に向けた手続 

本地区では、 令和４ 年度の都市計画決定に向けた手続が進められています。  

 

３ まちづくりへの参加について 

旧青山児童館の敷地を単独で使用する場合は、 幅約１ ０ . ５ ｍ、 奥行き約３ ２ . ５ ｍの細長い

敷地の中に建物を配置すること になり 、 利用可能な面積が制限さ れるため、 必要諸室が複数の

フロアにまたがるなどの施設運営上の課題が想定さ れますが、市街地再開発事業において平面

的な広がり のあるフロアを確保し 、 施設需要に対応すること が可能と なり ます。  

これらのこと から、 区は地権者と し て市街地再開発事業によるまちづく り に参加し 、 本用地

の有効活用を図ること と し ます。  

 

４ 活用の方向性 

（ １ ） 本地区におけるスポーツ施設の必要性 

区政モニタ ーアンケート 調査等において、身近な公共施設と し てスポーツ施設を必要と し

ている意見が一番多く 、 特に赤坂地区では全ての地域においてスポーツ施設数の増加を要望

する意見が非常に多い状況です。  

一方、 教育委員会は、 港区スポーツ推進計画において、 区民がより 身近な場所で安全に多

く の種目のスポーツ活動を楽し めるよう に区立スポーツ施設等の環境整備を重点取組と し

て掲げ、 施設利用者の要望も踏まえながら、 気軽にスポーツを楽し めるよう な環境を整える

と し ています。 あわせて、 スポーツ活動の場と し て利用可能な施設と の連携を強化し 、 スポ

ーツと 健康づく り をと もに支える環境の充実についても重点取組と し て掲げています。  

本地区にスポーツ施設を整備すること で、 これらの重点取組がより 推進さ れ、 多く の区民

等のスポーツに接する機会が増加し 、 区民がより 身近な場所でスポーツに親し み、 楽し みな

がら、 生涯を通じ てスポーツに取り 組むこと ができる環境が充実すると と もに、 区民要望に

応えること にもなり ます。  

また、 港区立健康増進センタ ー、 港区立青山いきいきプラザ、 港区立赤坂子ども中高生プ

ラザ及び港区立氷川武道場並びに学校施設と の連携がさ らに強化さ れ、 スポーツと 健康づく
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り の充実にもつながり ます。 よって、 本地区にはスポーツ施設の整備が必要です。  

（ ２ ） 権利床の取得と 活用の方向性 

区は、 赤坂地区におけるスポーツ施設の需要に対応するため、 権利床を取得し 、 スポーツ

施設の整備に活用し ます。  

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和 ４ 年度   都市計画決定に向けた手続 

令和１ ０ 年度   市街地再開発事業における工事完了 


